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【年通号数】公開・登録公報2011-019
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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月12日(2011.9.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に画像を形成する電子写真画像形成装置において、
　（ａ）像担持体と、前記像担持体の表面を帯電する帯電手段とを有するドラムカートリ
ッジであって、前記電子写真画像形成装置の装置本体に取り外し可能に装着されたドラム
カートリッジと、
　（ｂ）前記像担持体に形成された静電潜像を現像するための現像剤担持体を有する現像
手段を複数装着し、前記静電潜像を現像するための現像位置に前記現像手段を搬送するロ
ータリであって、前記装置本体に対して支持部材を介して揺動可能で、前記支持部材に対
して回転可能に設けられたロータリと、
　（ｃ）前記装置本体に移動可能に設けられた、前記ドラムカートリッジを前記装置本体
に押圧して位置決めする押圧部材と、
　（ｄ）前記ドラムカートリッジを前記装置本体に装着した状態で前記電子写真画像形成
装置を運搬する際に、前記ドラムカートリッジと前記ロータリとの間に取り外し可能に装
着された、前記現像位置に位置する前記現像手段と前記像担持体を離間させる係止部材で
あって、前記押圧部材が前記ドラムカートリッジを前記装置本体に押圧した状態から移動
するのを規制する係止部材と、
　を有することを特徴とする電子写真画像形成装置。
【請求項２】
　前記係止部材は、前記ドラムカートリッジと前記ロータリとの間に装着された状態にお
いて、前記押圧部材に当接して、前記ドラムカートリッジを前記装置本体に押圧した状態
から移動するのを規制する規制部を有することを特徴とする請求項1に記載の電子写真画
像形成装置。
【請求項３】
　更に、前記電子写真画像形成装置は、
　前記ドラムカートリッジを前記装置本体に装着した状態で前記電子写真画像形成装置を
運搬する際に、前記像担持体と前記帯電手段との間に装着して、前記像担持体の表面と前
記帯電手段とを離間させる離間部材と、
　を有し、
　前記係止部材は、前記離間部材を前記像担持体と前記帯電手段との間に取り付ける際に
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、前記像担持体と前記帯電手段との間に前記離間部材を案内するガイド部を有することを
特徴とする請求項1に記載の電子写真画像形成装置。
【請求項４】
　前記離間部材は、前記像担持体と前記帯電手段とに挟まれる離間部と、
　前記離間部を支持する支持部と、
を有することを特徴とする請求項３に記載の電子写真画像形成装置。
【請求項５】
　前記ガイド部は、前記離間部材に設けられた貫通孔であることを特徴とする請求項３に
記載の電子写真画像形成装置。
【請求項６】
　前記離間部は前記支持部に対して角度Ｗをもって設けられ、前記離間部材が前記ガイド
を通過する際は、前記離間部は前記支持部に対して角度が、角度Ｗより大きい角度になる
ように撓んだ状態になることを特徴とする請求項３に記載の電子写真画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記の目的を達成するための本発明に係る電子写真画像形成装置の代表的な構成は、
　記録媒体に画像を形成する電子写真画像形成装置において、
　（ａ）像担持体と、前記像担持体の表面を帯電する帯電手段とを有するドラムカートリ
ッジであって、前記電子写真画像形成装置の装置本体に取り外し可能に装着されたドラム
カートリッジと、
　（ｂ）前記像担持体に形成された静電潜像を現像するための現像剤担持体を有する現像
手段を複数装着し、前記静電潜像を現像するための現像位置に前記現像手段を搬送するロ
ータリであって、前記装置本体に対して支持部材を介して揺動可能で、前記支持部材に対
して回転可能に設けられたロータリと、
　（ｃ）前記装置本体に移動可能に設けられた、前記ドラムカートリッジを前記装置本体
に押圧して位置決めする押圧部材と、
　（ｄ）前記ドラムカートリッジを前記装置本体に装着した状態で前記電子写真画像形成
装置を運搬する際に、前記ドラムカートリッジと前記ロータリとの間に取り外し可能に装
着された、前記現像位置に位置する前記現像手段と前記像担持体を離間させる係止部材で
あって、前記押圧部材が前記ドラムカートリッジを前記装置本体に押圧した状態から移動
するのを規制する係止部材と、
　を有することを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　上記の実施例の装置１００をまとめると次のとおりである。記録媒体４０に画像を形成
する電子写真画像形成装置１００である。（ａ）像担持体７１と、像担持体７１の表面を
帯電する帯電手段７３とを有するドラムカートリッジ７０であって、電子写真画像形成装
置１００の装置本体１００Ａに取り外し可能に装着されたドラムカートリッジ７０を有す
る。（ｂ）像担持体７１に形成された静電潜像を現像するための現像剤担持体５１を有す
る現像手段５を複数装着し、静電潜像を現像するための現像位置Ｘに現像手段５を搬送す
るロータリ１を有する。ロータリ１は装置本体１００Ａに対して支持部材１０２Ｌ・１０
２Ｒを介して揺動可能で、支持部材１０２Ｌ・１０２Ｒに対して回転可能に設けられてい
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る。（ｃ）装置本体１００Ａに移動可能に設けられた、ドラムカートリッジ７０を装置本
体１００Ａに押圧して位置決めする押圧部材２３を有する。（ｄ）ドラムカートリッジ７
０を装置本体１００Ａに装着した状態で電子写真画像形成装置１００を運搬する際に、ド
ラムカートリッジ７０とロータリ１との間に取り外し可能に装着された係止部材２１を有
する。係止部材２１は現像位置Ｘに位置する現像手段５と像担持体７１を離間させる。ま
た、係止部材２１は押圧部材２３がドラムカートリッジ７０を装置本体１００Ａに押圧し
た状態から移動するのを規制する。
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